
誓約・承諾・同意書様式一覧表 

 

 

１． 土地等使用承諾書 

２． 同意書（私有地掘削） 

３． 同意書（給水管分岐承諾） 

４． 同意書（給水管切離し承諾） 

５． 誓約書（井戸水） 

６． 誓約書（第１止水栓以下の維持管理） 

７． 誓約書（同一敷地内未使用給水の維持管理） 

８． 誓約書（臨時用給水・分担金免除） 

９． 誓約書（水量水圧） 

 



 

土  地  等  使  用  承  諾  書  

 

 

海南市水道事業管理者 

 

海 南 市 長 様  

 

 

          給 水 装 置 工 事 申 込 者   

住  所  

                氏  名            印  

                電 話 番 号  

 

給 水装置設 置場 所 

指 定 給 水 装 置 工 事 業 者            印  

（ 給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者 ）          印  

 

 上記の者の給水工事のため、私有地の（土地・構造物）を使用することを承諾します。 

 な お 、 本承諾に関し紛争が生じたときは、当事者間で一切解決します。 

  

年   月   日  

承  諾  者  

住  所  

氏  名           印  

電 話 番 号  

 

 
 



 

同  意  書  

  年   月   日  

 

海南市水道事業管理者 

海 南 市 長 様  

 

      給 水 装 置 工 事 申 込 者  住  所  

 

                氏  名            印  

 

                電  話  

 

給 水 装 置 場 所 

 

給 水 装 置 工 事 業 者            印  

 

上 記 の 者 の 給 水 工 事 に つ い て 、私 有 地 を 掘 削 す る こ と に 同 意 し

ま す 。 尚 、 本 同 意 に 関 し 紛 争 が 生 じ た と き は 、 当 事 者 間 で 一 切 解

決 し ま す 。  

 

同  意  者    住  所  

氏  名              印  

電  話  



  

給  水  管  分  岐  同  意  書  

 

 

海南市水道事業管理者 

海 南 市 長 様  

 

          給 水 装 置 工 事 申 込 者   

住  所  

                氏  名            印  

                電 話 番 号  

 

給 水装置設 置場 所 

指 定 給 水 装 置 工 事 業 者           印  

（ 給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者 ）          印  

 

 上記の者の給水工事について、私所有の給水装置から分岐することを承諾し、分岐のた

めに生じた出水不良については、両者共に異議の申立てをいたしません。 

 本承諾に関し紛争が生じたときは、当事者間で一切解決します。 

 

年   月   日  

承  諾  者  

住  所  

氏  名           印  

電 話 番 号  

 



 

給  水  管  切  離  し  同  意  書  

 

 

海南市水道事業管理者 

海 南 市 長 様  

 

          給 水 装 置 工 事 申 込 者   

住  所  

                氏  名            印  

                電 話 番 号  

 

給 水装置設 置場 所 

指 定 給 水 装 置 工 事 業 者           印  

（ 給 水 装 置 工 事 主 任 技 術 者 ）          印  

 

 上記の者の給水工事について、私所有の給水装置から分岐された給水管の切離しを承諾

します。 

 本承諾に関し紛争が生じたときは、当時者間で一切解決します。 

  

  

年   月   日  

承  諾  者  

住  所  

氏  名           印  

電 話 番 号  



 

誓  約  書  

  年   月   日  

 

海南市水道事業管理者 

海 南 市 長 様  

 

      給 水 装 置 工 事 申 込 者  住  所  

 

                氏  名            印  

 

                電  話  

 

給 水 装 置 場 所 

 

給 水 装 置 工 事 業 者            印  

 

給 水 を 受 け る た め 下 記 の 受 水 条 件 を 誓 約 し ま す 。

記  

１ ． 井 戸 水 用 と し て 使 用 し て い た 既 設 管 を 使 用 す る た め 、 水 圧 の 変 化

に よ る 漏 水 、 並 び に 、 既 設 管 の ス ケ ー ル （ 不 純 物 ） 等 の 付 着 に よ る

濁 り つ い て は 、 一 切 異 議 を 申 し 立 て 致 し ま せ ん 。  

２ ． 水 道 管 に 井 戸 水 を 直 結 致 し ま せ ん 。  



 

誓  約  書  

  年   月   日  

 

海南市水道事業管理者 

海 南 市 長 様  

 

      給 水 装 置 工 事 申 込 者  住  所  

 

                氏  名            印  

 

                電  話  

 

給 水 装 置 場 所 

 

給 水 装 置 工 事 業 者            印  

 

 

給 水 を 受 け る た め 下 記 の 受 水 条 件 を 誓 約 し ま す 。 

記  

第 一 止 水 栓 以 下 に つ い て は 、申 込 者 の 給 水 管 と し 漏 水 等 が 生 じ た

場 合 は 、 私 方 で 速 や か に 処 理 す る と 共 に 維 持 管 理 に つ い て は 、 万 全

を 期 し 、 市 に 対 し て 一 切 ご 迷 惑 を お か け 致 し ま せ ん 。  

  

 

 



 

誓  約  書  

  年   月   日  

 

海南市水道事業管理者 

海 南 市 長 様  

 

      給 水 装 置 工 事 申 込 者  住  所  

 

                氏  名            印  

 

                Ｔ Ｅ Ｌ  

 

給 水 装 置 場 所 

 

給 水 装 置 工 事 業 者            印  

 

 

給 水 を 受 け る た め 下 記 の 受 水 条 件 を 誓 約 し ま す 。 

記  

 同 一 敷 地 内 に 未 使 用 の 一 次 側 給 水 装 置 が あ り ま す が 、将 来 使 用 す

る 予 定 が あ る た め 今 回 は 撤 去 致 し ま せ ん 。  

 未 使 用 の 一 次 側 給 水 装 置 の 漏 水 等 が 生 じ た 場 合 は 、私 方 で 速 や か

に 処 理 す る と 共 に 維 持 管 理 に つ い て は 、 万 全 を 期 し 、 市 に 対 し て 一

切 ご 迷 惑 を お か け 致 し ま せ ん 。  

 



 

誓  約  書  

  年   月   日  

 

海南市水道事業管理者 

海 南 市 長 様  

 

      給 水 装 置 工 事 申 込 者  住  所  

 

                氏  名            印  

 

                Ｔ Ｅ Ｌ  

 

給 水 装 置 場 所 

 

給 水 装 置 工 事 業 者            印  

 

 

給 水 を 受 け る た め 下 記 の 受 水 条 件 を 誓 約 し ま す 。 

記  

 今 回 、 上 記 場 所 に お い て 給 水 装 置 工 事 申 込 み を す る に あ た り 、 臨

時 用 給 水 の た め 分 担 金 の 免 除 を お 願 い し ま す 。  

 な お 、 臨 時 給 用 給 水 が 不 要 に な り ま し た ら 、 給 水 装 置 は 配 水 管 へ

の 接 続 箇 所 ま で 全 て 撤 去 致 し ま す 。  

 

 



 

誓  約  書  

  年   月   日  

 

海南市水道事業管理者 

海 南 市 長 様  

 

      給 水 装 置 工 事 申 込 者  住  所  

 

                氏  名            印  

 

                Ｔ Ｅ Ｌ  

 

給 水 装 置 場 所 

 

給 水 装 置 工 事 業 者            印  

 

 

給 水 を 受 け る た め 下 記 の 受 水 条 件 を 誓 約 し ま す 。 

記  

 給 水 装 置 の 工 事 に 伴 い 、 水 量 、 水 圧 不 足 が 生 じ て も 、 今 後 、 一 切

異 議 を 申 し 立 て 致 し ま せ ん 。  


